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〈有料広告〉

スタンプ倍セールのお知らせ
〈有料広告〉長万部スタンプ会から

「スタンプ２倍セール」
3月20日（金）21日（土）実施日

※倍セール実施内容は、実施店舗にお問い合わせください。

㈲赤塚商会　㈲白鳥ふとん店　㈲小泉写真館　㈲森時計店
㈲クリーニング白鳥　鈴木写真工芸　㈲カトウ

シューズ＆コスメチックきのした　㈲まるはな生花店

【実施店舗一覧】

児童扶養手当制度に該当していませんか児童扶養手当制度に該当していませんか
児童扶養手当制度とは…
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、

児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給者資格
手当を受けることができる人は、次の条件に

当てはまる児童（18歳に達する日以降の最初
の３月31日までの間にある者）を監護してい
る父または母や、父母にかわってその児童を養
育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいがあ

る場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
①�父母が離婚した後、父または母と生計を同じ
くしていない児童

②父または母が死亡した児童
③�父または母が重度の障がい(国民年金の障が
い等級１級相当)にある児童

④父または母の生死が明らかでない児童
⑤�父または母から引き続き１年以上遺棄されて
いる児童

⑥�父または母が引き続き１年以上拘禁されてい
る児童

⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧父母とも不明である児童

町民課戸籍医療年金係　☎２－２４５３【お問い合わせ先】

特別児童扶養手当制度に該当していませんか特別児童扶養手当制度に該当していませんか
特別児童扶養手当制度とは…
　身体や精神に障がいのある満２０歳未満の児童
について、児童の福祉増進を図るための制度です。
受給資格者
　手当を受けることができる人は、身体や精神に
一定程度の障がいのある児童の父もしくは母、ま
たは父母にかわって児童を養育している人です。

保健福祉課福祉係　☎２－２４５４【お問い合わせ先】

次のような場合は、手当を受けることができません
児童が
①日本国内に住所がないとき
②�父または母の死亡について支給される公的年金を受け
ることができるとき

③�父または母に支給される公的年金の加算対象になって
いるとき

④�労働基準法等の規定による遺族補償を受けることがで
きるとき

⑤児童福祉施設等または里親に委託されているとき
⑥�父または母の配偶者（内縁関係を含む）に養育されてい
るとき（父または母が重度の障がいにある場合を除く）

父母または養育者が
①日本国内に住所がないとき
②�国民年金法による老齢福祉年金を除く公的年金を受け
ることができるとき（※平成26年12月1日より制度
が変わり年金受給額が児童扶養手当の額に満たない場
合は差額が支給される場合があります）

③�平成15年4月1日の時点で、離婚等による支給事由が
発生してから5年を経過しているとき

この制度に該当されると思われる方は、認定の請求を
行ってください。（※所得制限があります）

次のような場合は、手当を受けることができません
児童が
①日本国内に住所がないとき
②�障がいを支給事由とする公的年金をうけることができ
るとき

③児童福祉施設等に入所しているとき
④父、母または養育者が日本国内に住所がないとき


